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議
案
第
四
十
1
号

三
朝
町
国
民
健
康
保
倹
税
条
例
の
　
7
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
肇
町
良
民
健
康
保
険
税
条
例
の
　
T
鞠
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
良
治
法
　
(
昭
和

二
十
･
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
香
魚
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
､
太
鼓
金
の
畿
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
七
年
五
月
十
二
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

村

　

　

護

　

　

成

三
朝
町
嵐
金
蔵
長
名
趣
演
由

留
和
五
捨
七
年
五
月
捨
式
日
席
奪
可
決
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′三
朝
町
条
例
第
′

号

三
朝
町
民
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
国
民
健
廉
保
険
税
条
例
　
(
相
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
九
号
)
　
の
1
部
を
次
の
よ
う
屯
改

正
す
る
｡

第
二
粂
中
　
｢
二
十
六
万
円
｣
　
を
　
｢
二
十
七
万
円
｣
　
に
改
め
る
｡

第
三
粂
中
｢
盲
分
の
四
.
八
｣
を
｢
首
分
の
四
･
二
に
改
め
か
｡

第
四
集
中
｢
百
分
の
三
十
由
｣
　
を
　
｢
百
分
の
三
十
1
)
に
改
め
る
｡

第
五
粂
中
.
｢
九
千
五
百
円
｣
を
｢
7
万
7
千
円
｣
　
に
改
め
る
｡
√

第
五
条
の
二
中
｢
7
万
7
千
五
首
円
｣
ノ
を
｢
1
万
二
千
五
百
円
｣
　
に
改
め
る
｡

第
十
粂
第
二
号
中
｢
十
七
万
五
千
円
｣
を
｢
十
八
万
町
｣
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
八
項
中
｢
昭
和
五
十
六
年
度
分
｣
を
｢
昭
和
五
十
七
年
度
分
｣
　
に
､
｢
二
十
三
万
円
｣
を
｢
二

十
四
万
円
｣
　
に
改
め
る
｡
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附

　

則

(
施
行
期
臥
)

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
適
用
区
分
)

改
正
後
の
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
鑑
定
は
'
昭
和
五
十
七
年
度
以
後
め
年
度
分
の
昂
民
健

A

康
償
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
昭
和
五
十
九
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従

敵
の
例
に
ょ
る
.
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